
主な指摘事項【地域密着型特別養護老人ホーム】

区分 項目 内容
文書指摘

件数

運営 非常災害対策
非常災害に関する具体的計画として、消防法に基づく消防計画のみならず、風水害、地震等の災害に対処する
ための計画についても併せて策定し、双方の計画に基づく必要な訓練を定期的に実施すること。

1件

運営 地域との連携等
地域密着型特別養護老人ホームの運営に当たっては、運営推進会議を設置し、おおむね2月に1回以上当該
会議に対し活動状況を報告したうえで、当該会議による評価を受けるとともに、当該会議から必要な要望、助言
等を聴く機会を設けること。また、当該報告、評価、要望及び助言等についての記録を作成し、公表すること。

1件

計2件


